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２０２１年３月１０日 

 

新型コロナ禍における医療機関等への企業活動に関するガイドライン 

 

一般社団法人 日本医療機器販売業協会 

【目的】 

新型コロナ禍における医療機関等への企業活動に関して、社会インフラとしての医療機器の安定供

給を維持しつつ、訪問先の施設並びに会員企業の従業者とその家族の生命を守る為に、協会とし

ての基本的な考え方を示すものとする。 

 

【基本方針】 

１． 会員企業従業者は、医療機関等を訪問又は SPD 等で院内勤務する際は、当該施設の感染

症対策に係る指示に必ず従うものとする。 

２． 不要・不急の面談は極力避け、医療機関等から要請があった場合のみ対応するようにし、ICT

を用いて代替できるものは、可能な限り ICT を用いた活動にシフトする。 

＜参考＞MR、医療機器メーカーの ICT を用いて代替できるか営業活動を列記した例 

 
出典：一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 

インタビュー・コラム 投稿日：2020.08.19 (水) サポーターコラム#6『WITH コロナ下において医療機関への営業活動は変化

するか』 
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３．納品の際は、医療機関等の指示に基づき、従業員及び配送委託業者等に対して必要な感染対

策品（サージカルマスク、ニトリルグローブ等）の着用を義務付ける。 

４．医療機関等でクラスターが発生した場合や、感染リスクの高い場所への納品については、当該施

設に対し、比較的感染リスクの低い安全な場所での受け渡しに変更して頂くようお願いする。 

５．やむを得ず感染リスクの高い場所への納品や点検作業等を行う場合は、当該施設に相談の上、

相当レベルの感染対策品（カバーオール、ガウン、ゴーグル、N95 マスク、シューズカバー、ニトリ

ルグローブ等）を着用するものとする。その際は、適切な着用・着脱方法をきちんと指導し、理解し

た上で行うものとする。 

６．納品時に使用した台車、オリコン、キャスター等の消毒をこまめに実施し、納品による感染拡大を

極力なくすようにする。 

７．医療機関等からの返品、修理品については、ニトリルグローブなどを着用し消毒をした上で預か

るようにする。 

 


